
   ネオニコチノイド系農薬の使用規制を求める意見書 

 

ヨーロッパや韓国、そしてアメリカでもいくつかの州でミツバチに対し

て強い毒性をもつネオニコチノイド系農薬の使用規制に着手している。

1990 年代から有機リン系農薬に代わって農業のみならず家庭でも使われる

ようになったネオニコチノイド系農薬は、農作物の内部に浸透して植物の

あらゆる組織で殺虫効果を発揮する「浸透性農薬」であり、残効性が高い

ためこの 10 年間で 約 3 倍と使用量が急増している。毒性は昆虫の中枢神

経にある主要な神経伝達物質であるアセチルコリンの働きを阻害し、死に

至らしめるものである。散布回数を減らせるため「減農薬栽培」に広く用

いられているが、昆虫のみではなくヒトの脳への影響も懸念され、前述の

ＥＵ諸国及び米国では食品中の残留農薬基準値もきわめて厳しく設定して

いる。ネオニコチノイド系農薬の残留基準は、きゅうりでは EU の基準

0.02PM に対し我が国は２PPM、茶葉は、EU の基準 0.7PPM に対して 5PPM、

トマトは EU 基準 0.5PPM に対し 3PPM と、数 10 倍から 100 倍まで基準が緩

く、人体への影響が大きい。 

農林水産省などの調査でもネオニコチノイド系農薬がミツバチの大量死

に関連していることがわかってきた。ヨーロッパでは、さらなる調査研究

が必要であるとしながらも、被害の拡大を防ぐために昨年、まず暫定的に

使用を制限し、２年間調査を行うという方法をとっている。我が国におい

ても予防原則に基づいて、ネオニコチノイド系農薬の使用規制と残留基準

の引き上げの撤回を求める。 

記 

１ クロチアニジンなどネオニコチノイド系農薬の残留基準の緩和をやめ、

EU と同様に厳しくすること  

２ ネオニコチノイド系農薬をはじめ、ミツバチなど花粉を媒介する他の

生物への毒性の高い農薬の使用規制をすること*(*イミダクロプリド、チ

アメトキサム、クロチアニジン、ジノテフラン、フィプロニル、クロル

ピリホス、シペルメトリン、デルタメトリンを含む)  

３ 有機農業や自然農法など、毒性の強い化学合成農薬に依存せず、生態

系に調和した農業の環境的、社会的な価値を評価し、支援を強化するこ

と 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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